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1.単年度赤字の推計
・平成30年度に国民健康保険の都道府県への広域化が予定されていることから、平成23年度から平成29年度までの収支を

試算しました。
・平成23年度以降の単年度赤字は、試算1と試算3の折れ線の間で推移すると考えられます。
・保険料の改定を行わなければ、単年度赤字が少ない年度で約3.2億円、大きい年度で約10.4億円が単年度赤字となります。

グラフ1：平成23年度以降の単年度赤字の推計結果
億円

平成23年度以降は、この範囲内で単
年度赤字が推移すると考えられます。

億円

平成23年度以降の保険料を考えるにあたっての重要な二点

①国保財政の赤字の解消を目指す。
②平成30年度の国保の広域化のときに箕面市の国保加入者の保険料が激変しないように、池田市や

豊中市などが実施している必要な保険料を毎年度算定する方式に改めて行くことを考える。 1
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2.単年度赤字の解消方法の考え方①

赤字解消の方法を考えるにあたり、「単年度赤字の額に対する割合を改善する【単赤方式】」
と「保険料として必要な額の総額に対する割合を改善する【総額方式】」の二種類を検討しま
した。

【単赤方式の考え方】

保
険
料

赤
字
額

赤字額を毎年定率でどのように解消す
るのかを考えました。

例えば、5年で単年度赤字を解消する
場合は、1年当たり20%の改善となり
以下のようになります。
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するので、赤字改善を実施している
ことが分かりやすい方法です。

国民健康保険法に定める保険料とし
て必要な総額を元に保険料を計算す
る方法ではありません。
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2.単年度赤字の解消方法の考え方②

赤字解消の方法を考えるにあたり、「単年度赤字の額に対する割合を改善する【単赤方式】」
と「保険料として必要な額の総額に対する割合を改善する【総額方式】」の二種類を検討しま
した。

【総額方式の考え方】

保
険
料

赤
字
額

保険料として必要な額の総額に対す
る割合をどのように改善し赤字額を
解消するのかを考えました。

例えば、保険料として必要な額の総額の
うち94%から始めて5年間で赤字の解消を
目指す場合は以下のようになります。
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国民健康保険法に定める保険料とし
て必要な総額を元に保険料を計算す
る方法です。

保険料の総額に対する割合を改善す
る方式のため、単年度赤字の状況が
分かり難いです。
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3.毎年定額により単年度赤字を
改善していく方法について

単年度赤字の改善方法として、毎年定額による改善方法も考えられます。

定額の改善方法は、単年度赤字を解消する目標年度の単年度赤字額が確定していれば、
単純で分かりやすい方法です。

しかし、将来の単年度赤字の額は推計額であり推計した赤字額に変動が生じるため、
計画どおりの単年度赤字の解消となりません。
したがって、単年度赤字の解消は定額による方法ではなく、率による方法を考えました。

4

単年度赤字の解消予定額
に不足が生じます。その
結果、予定どおりに単年
度を解消できません。

単年度赤字の解消予定額
が、単年度赤字を上回り
ます。その結果、予定と
比べて保険料を改善しす
ぎとなります。

単年度の赤字が推計より
減った場合

単年度の赤字が推計より
増えた場合
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

試算２の単年度赤字
（億円）

2.99 2.84 3.20 3.73 4.34 5.11 5.72 6.51 7.45

1年時の率 100.00%

2年時の率 50.00% 100.00%

3年時の率 33.00% 66.00% 100.00%

4年時の率 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%

5年時の率 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

6年時の率 16.70% 33.40% 50.10% 66.80% 83.50% 100.00%

7年時の率 14.25% 28.50% 42.75% 57.00% 71.25% 85.50% 100.00%

Ⅰ.毎年単年度赤字の額に対する割合を改善し赤字解消に近づけていく方法 【単赤方式】

4.単年度赤字の解消方法
【単赤方式】

・単年度赤字を解消する目標年度に単年度赤字の全額を保険料として算定します。
・毎年単年度赤字の額に対する割合を単年度赤字の解消期間に応じた定率で改善します。

（表1）【単赤方式】の単年度赤字の解消期間別の額

※各年度の「率」は、その年度の単年度赤字のうち保険料として算定する割合です。

（例）平成23年度から平成27年度の5年間で単年度赤字の解消を目指す場合
5年間で単年度赤字の100%改善を行うので、100%÷5年＝20%／年の改善率となります。
1年目：20% 2年目：40% 3年目：60% 4年目：80% 5年目：100%の改善率です。

5
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

試算２の単年度赤字
（億円）

2.99 2.84 3.20 3.73 4.34 5.11 5.72 6.51 7.45

１年改善率 100.00%

２年改善率 93.00% 100.00%

３年改善率 93.00% 96.50% 100.00%

４年改善率 93.00% 95.33% 97.66% 100.00%

５年改善率 93.00% 94.75% 96.50% 98.25% 100.00%

６年改善率 93.00% 94.40% 95.80% 97.20% 98.60% 100.00%

７年改善率 93.00% 94.16% 95.32% 96.48% 97.64% 98.80% 100.00%

4.単年度赤字の解消方法
【総額方式①（93%から）】

Ⅱ.毎年保険料として必要な総額に対する割合を改善し赤字解消に近づけていく方法

・単年度赤字を解消する目標年度の額を全額保険料として算定します。

※各年度の「率」は、その年度の保険料として必要な総額のうち保険料として算定する割合です。

平成23年度に用いる保険料として必要な総額に対する割合は、平成22年度の状況が
保険料として必要な額38.1億円に対して保険料が34.6億円で91%となっているため
平成23年度に93%とするものと94%とするものを試算しました。

（表1）総額方式（93%始まり）の単年度赤字の解消期間別の率

（例）5年間で単年度赤字の解消を目指す場合
平成23年度は総額の93%から始まるので、100%までの差の7%を4年で割って各年度1.75%となります。
1年目：93% 2年目：94.75% 3年目：96.5% 4年目：98.25% 5年目：100%を毎年度1.75%ずつ率を上げます。

・93%始まりの場合は、各年度の保険料として必要な総額のうち100%－93%＝7%分を均等に割り振ります。

【総額方式①
（93%から）】

6
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Ⅲ.毎年保険料として必要な総額に対する割合を改善し赤字解消に近づけていく方法

・単年度赤字を解消する目標年度の額を全額保険料として算定します。
・94%始まりの場合は、各年度の保険料として必要な総額のうち100%－94%＝6%分を均等に割り振ります。

4.単年度赤字の解消方法
【総額方式②（94%から）】

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

試算2の単年度赤字
（億円）

2.99 2.84 3.20 3.73 4.34 5.11 5.72 6.51 7.45

１年改善率 100.00%

２年改善率 94.00% 100.00%

３年改善率 94.00% 97.00% 100.00%

４年改善率 94.00% 96.00% 98.00% 100.00%

５年改善率 94.00% 95.50% 97.00% 98.50% 100.00%

６年改善率 94.00% 95.20% 96.40% 97.60% 98.80% 100.00%

７年改善率 94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 99.00% 100.00%

※各年度の「率」は、その年度の保険料として必要な総額のうち保険料として算定する割合です。

（表1）総額方式（94%始まり）の単年度赤字の解消期間別の率

【総額方式②
（94%から）】

（例）5年間で単年度赤字の解消を目指す場合
平成23年度は総額の94%から始まるので、100%までの6%を4年で割って各年度1.5%となります。
1年目：94% 2年目：95.5% 3年目：97% 4年目：98.5% 5年目：100%のように毎年度1.5%ずつ率を上げます。

7



箕 面 市
緑豊かな北大阪都市みのお

2.84

7.45

2.99億円

6.51

5.72

5.11

4.34

3.73

3.20

2.82

1.06

0.00

4.76

1.88

3.35

0.64

0.00

6.33

5.24

4.05

1.39

2.65

0.46
0.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

▲3年解消

●5年解消

■7年解消

5.方式別の単年度赤字の解消状況
単赤方式の場合

毎年単年度赤字の額に対する割合を改善し、単年度赤字を解消する方式の解消期間
が3年・5年・7年の場合の状況です。

折れ線グラフの傾斜が大きいほど単年度の負担が大きいです。

（グラフ1）単赤方式の単年度赤字の解消状況

単
年
度
赤
字
の
額

億円
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5.方式別の単年度赤字の解消状況
総額方式①（93%から）の場合

毎年保険料として必要な総額に対する割合を改善していく方式の3年・5年・7年の
場合の状況です。
折れ線グラフの傾斜が大きいほど単年度の負担が大きいです。

（グラフ1）総額方式（93%から）の単年度赤字の解消状況
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5.方式別の単年度赤字の解消状況
総額方式②（94%から）の場合

毎年保険料として必要な総額に対する割合を改善していく方式の3年・5年・7年の
場合の状況です。
折れ線グラフの傾斜が大きいほど単年度の負担が大きいです。

（グラフ1）総額方式（94%から）の単年度赤字の解消状況
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●総額方式②（94%から）
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6.赤字の解消年数・方式別の比較
3年間で赤字の解消を目指す場合

（グラフ1）3年間で赤字の解消を目指すときの方式別の各年度の保険料算定額

3年間で赤字の解消を目指すときの方式別の各年度の保険料算定額です。

平成26年度以降は、各年度の保険料として
必要な額の伸び分を調整します赤字解消を目指す期間

億円
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▲総額方式①（93%から）

●総額方式②（94%から）

◆単赤方式

6.赤字の解消年数・方式別の比較
5年間で赤字の解消を目指す場合

（グラフ1）5年間で赤字の解消を目指すときの方式別の各年度の保険料算定額

5年間で赤字の解消を目指すときの方式別の各年度の保険料算定額です。

平成28年度以降は、各年度の
保険料として必要な額の伸び
分を調整します赤字解消を目指す期間

億円
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6.赤字の解消年数・方式別の比較
7年間で赤字の解消を目指す場合

（グラフ1）7年間で赤字の解消を目指すときの方式別の各年度の保険料算定額

赤字解消を目指す期間

7年間で赤字の解消を目指すときの各方式別の方式別の各年度の保険料算定額です。

億円
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7.期間・方式別の累積赤字の状況

（グラフ1）方式・期間別の累積赤字の状況

単年度赤字の解消期間・解消方法別の累積赤字の状況です。

億円

3年で解消 5年で解消 7年で解消 14
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8.モデル世帯での保険料の試算結果①
モデル世帯にて方法別の平成23年度の保険料を試算し、平成22年度との
差額を表にしました。

「単赤方式」「総額方式①（93%から）」「総額方式②（94%から）」の3種類について、単年度赤字の
解消期間別の平成23年度のモデル世帯の保険料の増加額を試算しました。
総額方式①（93%から）と総額方式②（94%から）は、赤字を解消する期間（3年、5年、7年）に関係
なく、平成23年度は保険料として必要な総額の93%または94%から開始となるため、試算結果は各々ひ
とつとなっています。

保険料の上限額に達する所得区分です。 保険料の上限額に達する所得区分です。

（表1）１人世帯の試算結果 （表2）２人世帯の試算結果
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33万円 208万円 400万円 600万円 800万円 1000万円

1
単赤方式

３年
450 9,725 18,749 44,480 48,170 40,000 1.06

2
単赤方式

５年
-90 6,875 14,747 38,744 48,170 40,000 0.64

3
単赤方式

７年
-270 4,700 10,844 33,704 48,170 40,000 0.46

4 総額方式①
（93%から）

270 5,800 11,176 33,236 48,170 40,000 0.67

5 総額方式②
（94%から）

450 9,550 18,382 43,913 48,170 40,000 1.04

項
保険料の
算定額

（億円）

１人世帯
所得区分

方法 33万円 208万円 400万円 600万円 800万円 1000万円

1
単赤方式

３年
900 11,225 20,249 52,245 40,000 40,000 1.06

2
単赤方式

５年
-180 6,575 14,447 45,375 40,000 40,000 0.64

3
単赤方式

７年
-540 3,800 9,944 42,775 40,000 40,000 0.46

4 総額方式①
（93%から）

540 6,700 12,076 45,742 40,000 40,000 0.67

5 総額方式②
（94%から）

900 11,050 19,882 51,678 40,000 40,000 1.04

保険料の
算定額

（億円）
項

２人世帯
所得区分

方法

※子ども以外は、介護保険に該当するとして計算
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8.モデル世帯での保険料の試算結果②

保険料の上限額に達する所得区分です。 保険料の上限額に達する所得区分です。

（表3）３人世帯の試算結果 （表4）４人世帯の試算結果

「単赤方式」「総額方式①（93%から）」「総額方式②（94%から）」の3種類について、単年度赤字の
解消期間別の平成23年度のモデル世帯の保険料の増加額を試算しました。
総額方式①（93%から）と総額方式②（94%から）は、赤字を解消する期間（3年、5年、7年）に関係
なく、平成23年度は保険料として必要な総額の93%または94%から開始となるため、試算結果は各々ひ
とつとなっています。
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33万円 208万円 400万円 600万円 800万円 1000万円

1
単赤方式

３年
1,332 12,665 21,689 53,205 40,000 40,000 1.06

2
単赤方式

５年
-36 7,055 14,927 45,855 40,000 40,000 0.64

3
単赤方式

７年
-540 3,800 9,944 44,742 40,000 40,000 0.46

4 総額方式①
（93%から）

828 7,660 13,036 46,989 40,000 40,000 0.67

5 総額方式②
（94%から）

1,332 12,490 21,322 52,638 40,000 40,000 1.04

保険料の
算定額

（億円）
項

３人世帯
所得区分

方法 33万円 208万円 400万円 600万円 800万円 1000万円

1
単赤方式

３年
1,602 13,565 22,589 53,805 40,000 40,000 1.06

2
単赤方式

５年
54 7,355 15,227 46,155 40,000 40,000 0.64

3
単赤方式

７年
-540 3,800 9,944 44,742 40,000 40,000 0.46

4 総額方式①
（93%から）

1,008 8,260 13,636 47,289 40,000 40,000 0.67

5 総額方式②
（94%から）

1,602 13,390 22,222 53,238 40,000 40,000 1.04

項
保険料の
算定額

（億円）

４人世帯
所得区分

方法

※子ども以外は、介護保険に該当するとして計算


